
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件

六
〇

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
件

六
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件

六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称

を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

六
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
三

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

六
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

六
四

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

六
四

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

六
六

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
八

○
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件
十
八
件

六
八

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

七
七

福
島
県
人
事
委
員
会

○
平
成
二
十
六
年
度
福
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
試
験
（
特
別
募
集
）
を
行
う
件

七
七

正

誤

○
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
号
外
第
七
十
号
中

七
九

○
平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
付
け
定
例
第
二
千
五
百
六
十
二
号
中

七
九

告

示

福
島
県
告
示
第
六
十
五
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

二
二
一
ペ
ン
ギ
ン
と
ざ
ん
た
い

斉
藤
洋
・
作
者

推
奨
対
象

幼
児
、

高
畠
純
・
画
家

小
学
生

（
株
式
会
社
講
談
社
）

二
二
二
ツ
ン
子
ち
ゃ
ん
、
お
と
ぎ
の
国

松
本
祐
子
・
作
者

推
奨
対
象

小
学

へ
行
く

佐
竹
美
保
・
画
家

生
（
中
学
年
、
高

（
株
式
会
社
小
峰
書
店
）

学
年
）
、
中
学
生
、

高
校
生
、
青
年
及

び
一
般

二
二
三
ふ
わ
ふ
わ

白
鳥
た
ち
の
消
え

中
山
聖
子
・
著
者

推
奨
対
象

小
学

た
冬

尾
崎
眞
吾
・
画
家

生
（
中
学
年
、
高

（
株
式
会
社
福
音
館
書
店
）

学
年
）
、
中
学
生
、

高
校
生
、
青
年
及

び
一
般

二
二
四
き
っ
と
き
み
に
届
く
と
信
じ
て

吉
富
多
美
・
作
者

推
奨
対
象

小
学

須
田
彩
加
・
装
画
、
挿
画

生
（
高
学
年
）
、

（
株
式
会
社
金
の
星
社
）

中
学
生
、
高
校
生

青
年
及
び
一
般

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
六
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
番
号

種

類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
五
六
六

雑

誌

Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｍ
Ｅ

株
式
会
社
晋
遊
舎

著
し
く
青
少
年
の

Ｎ
Ｔ
Ｄ
ａ
ｓ
ｈ
実
話
Ｓ
ｐ

性
的
感
情
を
刺
激

ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

２
月
号

し
、
そ
の
健
全
な

（
０
２
０
５
９
―
０
２
）

育
成
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

六
五
六
七

雑

誌

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｂ
Ｏ
Ｘ

２
０

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版

１
４
年
２
月
号

ｖ
ｏ
ｌ

株
式
会
社

８
７

（
１
７
８
４
３
―
２
）

六
五
六
八

雑

誌

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
ザ
・
タ
ブ
ー

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

ｖ
ｏ
ｌ

１
１

式
会
社

（
６
８
５
１
１
―
８
４
）

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

う
め
つ
Ｌ
Ｓ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
松
浪
町
二
―
三
一

平
成
二
五
年
一

二
月
一
日

ア
ッ
プ
ル
薬
局
卸
町
店

同

市
鎌
田
字
卸
町
一
五
―
四

ウ
ィ
ル
福
島
第

平
成
二
六
年
一

五
ビ
ル
二
階

月
六
日

栗
城
宏
昌
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
館
脇
町
四
―
七

平
成
二
五
年
一

二
月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

し
の
ぶ
薬
局
文
京
店

ク
オ
ー
ル
薬
局
文
京
店

西
白
河
郡
矢
吹
町
文
京
町
二
二
七
―

三
六

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

斎
藤
整
形
外
科
医
院

福
島
市
森
合
字
川
前
一
六
―
五

平
成
二
五
年
一

二
月
三
一
日

う
め
つ
Ｌ
Ｓ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

市
旭
町
九
―
二
七

片
平
ビ
ル
一
階

同

年
一

一
月
三
〇
日

浜
崎
小
児
科
医
院

会
津
若
松
市
日
新
町
一
三
―
四
八

同月
六
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)

に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

塩
田
博
文
歯
科

東
白
川
郡
棚
倉
町
新
町
五
二
―
一

平
成
二
六
年
一
月
一

日
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

金
子

紀
美
子

福
島
市
森
合
字
西
谷

中
央
在
宅
マ
ッ

福
島
市
三
河
北
町
二
―

平
成
二
五
年
一

地
一
二
―
二
七

サ
ー
ジ

八
―
三
〇
六

二
月
九
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

菅
野

ゆ
か
り

本
宮
市
本
宮
字
千
代

明
療
ヘ
ル
ス
ケ

本
宮
市
本
宮
字
塩
田
八

平
成
二
六
年
一

田
一
〇
一
―
一

ア
鍼
灸
接
骨
院

二
―
一

月
二
七
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称

を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

氏

名

住

所

所

在

地

変

更

前

変

更

後

増
子

政
次

郡
山
市
大
槻
町
中

在
宅
訪
問
マ
ッ

在
宅
訪
問
マ
ッ

二
本
松
市
竹
田
二
―

柵
三
〇
―
一

サ
ー
ジ
あ
い
の

サ
ー
ジ
あ
い
の

一
八
七
―
四

て
二
本
松
店

て
向
日
葵
店

須
藤

時
子

郡
山
市
富
久
山
町

同

同

同

久
保
田
字
大
原
一

一
六
―
三
八

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

健
康
倶
楽
部

河
沼
郡
会
津

医
療
法
人
社

福
島
県
大
沼
郡
会

平
成
二
五
年

居
宅
介
護

あ
い
づ
居
宅

坂
下
町
惣
六

団
平
成
会

津
美
里
町
荻
窪
字

一
二
月
一
日

支
援
事
業

介
護
支
援
事

一
〇

上
野
一
八
五

業
所

只
見
町
国
民

南
会
津
郡
只

只
見
町

同

県
南
会
津
郡

同

日

訪
問
看
護

健
康
保
険
朝

見
町
大
字
長

只
見
町
大
字
只
見

介
護
予

日
診
療
所
訪

浜
字
久
保
田

字
雨
堤
一
〇
三
九

防
訪
問
看

問
看
護

三
一

護
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ニ
チ
イ
ケ
ア

須
賀
川
市
新

株
式
会
社
ニ

東
京
都
千
代
田
区

平
成
二
六
年

通
所
介
護

セ
ン
タ
ー
西

町
一
一
一

チ
イ
学
館

神
田
駿
河
台
二
―

二
月
一
日

介
護
予

川

九

防
通
所
介

護

さ
ん
あ
い
指

同

市
森

医
療
法
人
三

福
島
県
須
賀
川
市

平
成
二
四
年

居
宅
介
護

定
居
宅
介
護

宿
字
狐
石
一

愛
会

森
宿
字
狐
石
一
二

四
一
日

支
援
事
業

支
援
事
業
所

二
九
―
七

九
―
七

介
護
予

防
支
援
事

業

訪
問
看
護
ス

相
馬
市
小
野

エ
ル
ダ
ー
ウ
ェ

同

県
相
馬
市
小

平
成
二
六
年

訪
問
看
護

テ
ー
シ
ョ
ン

字
下
薬
師
堂

ル
フ
ェ
ア
ヴ
ィ

野
字
下
薬
師
堂
二

二
月
一
日

介
護
予

き
ら
り

六
二

グ
ラ

レ
ッ
ジ
株
式

一
四

防
訪
問
看

ン
ヒ
ル
ズ
小

会
社

護

野
二
〇
二

Ｊ
Ｗ
Ｓ
陽
だ

二
本
松
市
表

日
本
福
祉
サ
ー

同

県
二
本
松
市

同

年

居
宅
介
護

ま
り
の
郷
指

二
―
七
七
二

ビ
ス
株
式
会

表
一
―
五
四
七
―

一
月
一
日

支
援
事
業

定
居
宅
介
護

社

一
六
―
二
〇
六
号

支
援
事
業
所

室

Ｊ
Ｗ
Ｓ
陽
だ

同

同

同

同

日

通
所
介
護

ま
り
の
郷
デ

介
護
予

イ
サ
ー
ビ
ス

防
通
所
介

セ
ン
タ
ー

護

保
原
薬
局
本

伊
達
市
保
原

株
式
会
社
福

同

県
伊
達
市
保

平
成
二
五
年

居
宅
療
養

店

町
字
城
ノ
内

島
医
療
サ
ー

原
町
字
城
ノ
内
五

九
月
一
日

管
理
指
導

五
七
―
一

ビ
ス

七
―
一

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

Ｊ
Ａ
み
ち
の

本
宮
市
本
宮

み
ち
の
く
安

同

県
本
宮
市
本

同

年

居
宅
介
護

く
安
達
居
宅

字
戸
崎
四
一

達
農
業
協
同

宮
字
戸
崎
四
一

一
二
月
一
日

支
援
事
業

介
護
支
援
事

組
合

介
護
予

業
所
も
と
み

防
支
援
事

や

業

ま
い
ん
ど
万

同

市
本
宮

株
式
会
社
マ

同

市
本

同

日

小
規
模
多

世
二
番
館

字
万
世
一
三

イ
ン
ド

宮
字
中
條
一
六
―

機
能
型
居

四
―
一

二

宅
介
護

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

須
賀
川
市
堀
底
町

須
賀
川
市
新
町
一

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区

ン
タ
ー
西
川

七

コ
ー
ポ
タ
ナ

一
一

ニ
チ
イ
学

神
田
駿
河
台
二
―

カ
一
〇
二

館

九
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

池
田
温
泉

須
賀
川
市

医
療
法
人

福
島
県
須
賀
川
市

平
成
二
四
年
三
月

居
宅
介
護

病
院

西
川
字
隠

三
愛
会

森
宿
字
狐
石
一
二

三
一
日

支
援
事
業

久
保
一
三

九
―
七

六

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

綜
合
病
院
福
島
赤
十
字
病
院

福
島
市
入
江
町
一
一
―
三
一

平
成
二
九
年
一
月
三
一
日

一
般
財
団
法
人
大
原
綜
合
病
院

同

市
大
町
六
―
一
一

同

日

医
療
生
協
わ
た
り
病
院

同

市
渡
利
字
中
江
町
三
四

同

日

公
立
藤
田
総
合
病
院

伊
達
郡
国
見
町
大
字
塚
野
目
字
三

同

日

本
木
一
四

医
療
法
人
慈
久
会
谷
病
院

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
一
四
九

同

日

一
般
財
団
法
人
太
田
綜
合
病
院
附

郡
山
市
熱
海
町
熱
海
五
―
二
四
〇

同

日

属
太
田
熱
海
病
院

公
益
財
団
法
人
湯
浅
報
恩
会
寿
泉

同

市
駅
前
一
―
一
―
一
七

同

日

堂
綜
合
病
院

公
益
財
団
法
人
星
総
合
病
院

同

市
向
河
原
町
一
五
九
―
一

同

日

一
般
財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究

同

市
八
山
田
七
―
一
一
五

同

日

所
附
属
総
合
南
東
北
病
院

医
療
法
人
明
信
会
今
泉
西
病
院

同

市
朝
日
二
―
一
八
―
八

同

日

公
立
岩
瀬
病
院

須
賀
川
市
北
町
二
〇

同

日

公
益
財
団
法
人
会
田
病
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
一
六

同

日

竹
田
綜
合
病
院

会
津
若
松
市
山
鹿
町
三
―
二
七

同

日

会
津
中
央
病
院

同

市
鶴
賀
町
一
―
一

同

日

医
療
法
人
昨
雲
会
飯
塚
病
院
附
属

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三

同

日

有
隣
病
院

六
四
三
―
一

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
逆
水
五
〇

同

日

会
坂
下
厚
生
総
合
病
院

公
立
相
馬
総
合
病
院

相
馬
市
新
沼
字
坪
ケ
迫
一
四
二

同

日

医
療
法
人
相
雲
会
小
野
田
病
院

南
相
馬
市
原
町
区
旭
町
三
―
二
一

同

日

い
わ
き
市
立
総
合
磐
城
共
立
病
院

い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
久
世
原
一

同

日

六

松
村
総
合
病
院

同

市
平
字
小
太
郎
町
一
―
一

同

日

呉
羽
総
合
病
院

同

市
錦
町
落
合
一
―
一

同

日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
請
戸
川

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
二

月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
会
津

会
津
若
松
市
神
指
町
大
字

変
更
前

Ａ

四
・
〇
〜

二
七
三
・
〇

若
松
熱
塩

北
四
合
字
上
吉
六
一
〇
五

五
・
〇

温
泉
自
転

番
一
地
先
か
ら

車
道
線

同

市
神
指
町
大
字

変
更
後

Ａ

四
・
〇
〜

二
七
三
・
〇

北
四
合
字
上
吉
六
一
一
一

五
・
〇

番
地
先
ま
で

Ｂ

五
・
〇
〜

二
八
〇
・
〇

一
五
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）
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公 告 第 ４ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 総 務 部 公 用 車 メ ン テ ナ ン

ス 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財
務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項
の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ２ 月 14日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 入 札 に 付 す る 事 項
(１ ) 調 達 を す る 特 定 役 務 の 件 名 及 び 数 量 福 島 県 総 務 部 公 用 車 メ ン テ ナ ン ス 業 務 一
式

(２ ) 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
(３ ) 履 行 期 間 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 30年 ３ 月 31日 ま で
(４ ) 履 行 場 所 仕 様 書 に よ る 。

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
(１ ) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い
者 で あ る こ と 。

(２ ) こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

(３ ) 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

(４ ) ３ に 規 定 す る 資 格 の 確 認 の 申 請 の 日 か ら 起 算 し て 過 去 ３ 年 以 内 に 、 国 、 地 方 公 共
団 体 、 独 立 行 政 法 人 、 国 立 大 学 法 人 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に お い て 、 仕 様 書 に 定 め
る 業 務 内 容 と 同 等 程 度 の 業 務 の 履 行 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の (4 ) に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 26年 ３ 月 10日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 15
分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け
る こ と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 7 0 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 総 務 部 財 務 総 室 総 務 課
電 話 024 - 5 2 1 - 7 0 2 6
な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 26年 ３ 月 10

日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着 の こ と 。
４ 入 札 説 明 書 等 の 配 布

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。
(１ ) 配 布 期 間 平 成 26年 ２ 月 14日 （ 金 ） か ら 同 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ） ま で （ 土 曜 日 及 び 日
曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で

(２ ) 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
(３ ) そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 20枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 140円 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 平 成 26年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着 で 請 求
す る こ と 。

５ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所
(１ ) 日 時 平 成 26年 ３ 月 27日 （ 木 ） 午 後 １ 時 30分
(２ ) 場 所 福 島 県 庁 本 庁 舎 ２ 階 総 務 課 分 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
(３ ) そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 26年
３ 月 26日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

６ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
(１ ) 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

(２ ) 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け

───────────────────────────────────────────────────────────
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れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

７ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
８ 入 札 の 効 力

本 件 入 札 は 、 そ の 契 約 に 係 る 予 算 が 可 決 さ れ 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 以 降 で 予 算 の 執 行
が 可 能 と な っ た と き に 、 入 札 の 効 力 が 生 じ る 。

９ そ の 他
(１ ) 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
(２ ) 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 108
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

(３ ) 落 札 者 の 決 定 の 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札
を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。

(４ ) 契 約 書 作 成 の 要 否 要
(５ ) そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

10 Summa r y
(１ ) N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e t o b e r e q u i r e d : T h e c a r m a i n t e n a n c e
s e r v i c e f r o m G e n e r a l A dm i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t i n G e n e r a l A f f a i r s D i v i s i o n
o f Fuku sh i m a p r e f e c t u r e 1 s e t

(２ ) T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 : 3 0 p . m . , 2 7 Ma r c h 2 0 1 4
(３ ) T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 1 5 p . m . , 2 6 Ma r c h 2 0 1 4
(４ ) C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : G e n e r a l A f f a i r s D i v i s i o n , F i n a n c e O ffi c e ,
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t , 2 - 1 6
S u g i t s um a - c h o , F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 7 0 J a p a n TEL0 2 4 - 5 2 1 - 7 0 2 6

（ 総 務 課 ）
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成
二
十
六
年
二
月
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
る
さ
と

三

代
表
者
の
氏
名

齋
藤

一
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
二
丁
目
百
四
十
四
番
地
ノ
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
南
相
馬
市
を
中
心
と
す
る
放
射
線
災
害
の
被
害
を
受
け
た
地
域
の
市
民
に

対
し
て
、
放
射
線
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
市
民
の
安
心
と
安
全
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
地
域
社
会
の
復
興
と
さ
ら
な
る
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。（

文
化
振
興
課
）

公
告
第
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

三
和
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

合
津

音
久

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸
字
駅
三
七
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
北
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

福
島
市
北
沢
又
の
う
ち
字
愛
宕
、
字
下
台
前
、
字
柳
下
、
字
番
匠
田
、
字
新
田
及
び
字
外
新
田
の

全
部
の
区
域

福
島
市
北
沢
又
の
う
ち
字
大
和
田
前
、
字
土
田
、
字
中
清
水
、
字
下
台
、
字
台
前
、
字
下
釜
、
字

出
符
及
び
字
川
原
田
の
各
一
部
の
区
域

福
島
市
南
沢
又
字
上
番
匠
田
の
全
部
の
区
域

福
島
市
南
沢
又
字
上
河
原
の
一
部
の
区
域

福
島
市
松
川
町
字
西
長
壇
の
一
部
の
区
域

福
島
市
沖
高
の
う
ち
字
西
谷
地
、
字

越
及
び
字
穴
田
の
各
一
部
の
区
域

福
島
市
さ
く
ら
一
丁
目
の
一
部
の
区
域

福
島
市
岡
島
の
う
ち
字
宮
田
、
字
宮
沢
及
び
字
天
神
平
の
各
一
部
の
区
域

伊
達
市
保
原
町
上
保
原
の
う
ち
字
向
台
、
字
久
シ
原
、
字
細
田
入
、
字
遍
照
原
及
び
字
新
田
前
の

各
一
部
の
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
福
島
市
都
市
政
策
部
都
市
計
画
課
及
び
伊

達
市
建
設
部
都
市
計
画
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
北
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
福
島
市
内
及
び
伊
達
市
内
の
住
民
並
び
に

利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
中
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

郡
山
市
熱
海
町
上
伊
豆
島
の
う
ち
字
井
戸
ケ
作
、
字
馬
立
、
字
塩
ノ
沢
、
字
二
升
蒔
、
字
柳
作
、

字
中
舘
、
字
堀
向
、
字
北
ノ
沢
、
字
舘
、
字
西
畑
、
字
中
森
、
字
横
峯
、
字
蛭
沢
及
び
字
橋
下
の
各

一
部
の
区
域

郡
山
市
熱
海
町
安
子
島
字
南
山
の
一
部
の
区
域

郡
山
市
熱
海
町
長
橋
字
反
田
山
、
字
反
田
、
字
廻
山
及
び
字
沼
ノ
沢
の
各
一
部
の
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
郡
山
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

三

縦
覧
期
間

�
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平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
中
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
郡
山
市
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、

都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏

名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福

島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

会
津
若
松
市
河
東
町
広
田
字
堤
西
の
一
部
の
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
会
津
若
松
市
建
設
部
都
市
計
画
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

会
津
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
会
津
若
松
市
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人

は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、

氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に

福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
北
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
、
当

該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

県
北
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
福
島
市
都
市
政
策
部
都
市
計
画
課
、
伊
達

市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
桑
折
町
地
域
整
備
課
及
び
国
見
町
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
北
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
福
島
市
内
、

伊
達
市
内
、
桑
折
町
内
及
び
国
見
町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条

第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意

見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
霊
山
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

霊
山
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
伊
達
市
建
設
部
都
市
計
画
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

霊
山
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
伊
達
市
内
の

住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三

に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
俣
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

川
俣
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
川
俣
町
建
設
水
道
課

三

縦
覧
期
間
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平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

川
俣
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
川
俣
町
内
の

住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三

に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
都
市
計
画
区
域
、
本
宮
都
市
計
画
区
域
及
び
岩
代
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
本
松
本
宮
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

二
本
松
市
の
う
ち

赤
井
沢
、
安
達
ヶ
原
一
丁
目
、
安
達
ヶ
原
二
丁
目
、
安
達
ヶ
原
三
丁
目
、
安
達
ヶ
原
四
丁
目
、

安
達
ヶ
原
五
丁
目
、
安
達
ヶ
原
六
丁
目
、
安
達
ヶ
原
七
丁
目
、
鐙
摺
石
、
伊
佐
沼
町
一
丁
目
、
伊

佐
沼
町
二
丁
目
、
石
ノ
花
、
石
畑
、
板
目
沢
、
市
海
道
、
井
戸
神
、
岩
崎
、
丑
子
内
、
乳
母
沢
、

上
原
、
榎
戸
一
丁
目
、
榎
戸
二
丁
目
、
大
石
ヶ
作
、
大
坂
、
大
沢
、
大
関
、
大
壇
、
大
平
山
、
大

森
沢
、
落
合
、
表
一
丁
目
、
表
二
丁
目
、
郭
内
一
丁
目
、
郭
内
二
丁
目
、
郭
内
三
丁
目
、
郭
内
四

丁
目
、
隠
里
、
片
岸
、
金
色
、
金
色
久
保
、
冠
木
、
上
新
田
、
上
葉
木
坂
、
上
平
内
、
亀
谷
一
丁

目
、
亀
谷
二
丁
目
、
唐
谷
山
、
借
宿
、
北
ト
ロ
ミ
、
木
藤
次
郎
内
、
木
ノ
崎
、
木
ノ
根
坂
、
向
陽

台
、
郡
山
台
、
小
関
、
古
家
、
才
木
山
、
西
光
内
、
在
師
、
幸
町
、
茶
園
一
丁
目
、
茶
園
二
丁
目
、

栄
町
、
作
田
、
笹
屋
、
沢
松
倉
、
三
合
内
、
三
雄
山
、
塩
沢
字
茱
黄
塚
山
、
塩
沢
字
茱
黄
塚
山
国

有
林
、
塩
沢
町
一
丁
目
、
塩
沢
町
二
丁
目
、
下
町
、
島
ノ
内
、
下
平
、
下
ノ
内
、
下
山
田
、
上
竹

一
丁
目
、
上
竹
二
丁
目
、
正
法
寺
町
、
新
座
、
新
田
、
新
林
、
水
神
、
末
広
町
、
菅
田
、
杉
田
駄

子
内
、
杉
田
仲
之
内
、
杉
田
町
一
丁
目
、
杉
田
町
二
丁
目
、
杉
田
町
三
丁
目
、
硯
石
、
住
吉
、
諏

訪
原
、
関
、
瀬
ノ
上
、
反
返
、
反
田
、
大
根
畑
、
大
作
、
高
越
松
ヶ
作
、
高
越
屋
戸
、
高
田
、
高

西
、
高
平
、
岳
温
泉
一
丁
目
、
岳
温
泉
二
丁
目
、
岳
温
泉
三
丁
目
、
岳
温
泉
四
丁
目
、
岳
温
泉
大

和
、
岳
温
泉
西
大
和
、
岳
温
泉
深
堀
、
岳
温
泉
横
森
、
竹
柄
、
竹
田
一
丁
目
、
竹
田
二
丁
目
、
岳

東
町
、
立
石
、
舘
野
一
丁
目
、
舘
野
二
丁
目
、
舘
野
三
丁
目
、
舘
野
四
丁
目
、
舘
野
原
、
坦
子
内
、

長
者
宮
、
長
命
、
槻
木
、
鉄
扇
町
、
峠
、
藤
太
郎
内
、
藤
之
前
、
十
神
、
遠
西
、
苗
松
、
中
江
、

中
里
、
永
田
一
丁
目
、
永
田
二
丁
目
、
永
田
三
丁
目
、
永
田
四
丁
目
、
永
田
五
丁
目
、
永
田
六
丁

目
、
永
田
字
長
坂
国
有
林
、
永
田
鍛
治
内
、
永
田
才
木
、
永
田
積
内
、
永
田
馬
保
内
、
永
田
御
堂

内
、
中
ノ
目
、
中
山
田
、
七
ツ
段
、
成
上
、
成
田
日
向
、
成
田
町
一
丁
目
、
成
田
町
二
丁
目
、
二

伊
滝
一
丁
目
、
二
伊
滝
二
丁
目
、
二
伊
滝
三
丁
目
、
西
池
、
西
町
、
根
崎
一
丁
目
、
根
崎
二
丁
目
、

萩
坂
、
八
万
舘
、
羽
石
、
馬
場
平
、
原
セ
天
ヶ
作
、
原
セ
大
畑
、
原
セ
笠
張
、
原
セ
上
平
、
原
セ

上
ノ
内
、
原
セ
川
原
、
原
セ
才
木
、
原
セ
諏
訪
、
原
セ
堰
下
、
原
セ
仲
谷
地
、
原
セ
日
照
田
、
原

セ
山
口
、
原
田
、
東
裏
、
東
町
、
毘
沙
門
堂
、
毘
沙
門
堂
山
、
姫
子
松
、
平
石
高
田
一
丁
目
、
平

石
高
田
二
丁
目
、
平
石
高
田
三
丁
目
、
平
石
高
田
四
丁
目
、
袋
内
、
二
又
、
不
動
、
不
動
平
、
舟

石
、
舟
形
石
、
舟
形
石
山
、
坊
主
滝
、
細
野
、
前
田
、
前
原
、
松
岡
、
南
ト
ロ
ミ
、
箕
輪
一
丁
目
、

箕
輪
二
丁
目
、
箕
輪
三
丁
目
、
三
原
町
、
三
保
内
、
宮
沢
、
宮
戸
、
向
作
田
、
向
原
、
本
町
一
丁

目
、
本
町
二
丁
目
、
諸
越
谷
、
薬
師
、
社
前
、
休
石
、
休
石
原
、
屋
戸
入
、
矢
ノ
戸
、
山
田
、
雄

平
台
、
湯
川
町
、
若
宮
一
丁
目
、
若
宮
二
丁
目
、
油
井
、
智
恵
子
の
森
一
丁
目
、
智
恵
子
の
森
二

丁
目
、
智
恵
子
の
森
三
丁
目
、
智
恵
子
の
森
四
丁
目
、
智
恵
子
の
森
五
丁
目
及
び
米
沢
の
全
部
の

区
域

二
本
松
市
渋
川
の
う
ち

字
赤
木
内
、
字
赤
坂
、
字
揚
山
、
字
石
ヶ
森
、
字
臼
石
、
字
閏
井
谷
地
、
字
上
原
、
字
大
桑
田
、

字
大
久
保
、
字
大
壇
、
字
大
森
越
、
字
柿
ノ
内
、
字
囲
壇
、
字
上
岩
崎
、
字
上
黒
沼
、
字
上
田
子

屋
、
字
上
払
川
、
字
北
裡
、
字
北
柿
ノ
内
、
字
木
明
内
、
字
栗
子
森
、
字
栗
木
内
、
字
黒
沼
、
字

黒
谷
地
、
字
桑
原
、
字
後
座
内
、
字
小
壇
、
字
五
郎
兵
衛
、
字
才
ノ
神
、
字
柴
林
、
字
下
岩
崎
、

字
下
柿
ノ
内
、
字
下
黒
沼
、
字
下
田
子
屋
、
字
下
原
、
字
下
払
川
、
字
蛇
森
、
字
十
文
字
、
字
新

大
桑
田
、
字
新
木
明
内
、
字
神
社
前
、
字
神
明
、
字
神
明
森
、
字
椙
松
、
字
双
柳
、
字
大
黒
、
字

大
黒
前
、
字
田
子
屋
、
字
舘
、
字
舘
前
、
字
舘
山
、
字
仲
平
、
字
坪
ヶ
作
、
字
鶴
蒔
田
、
字
堂
返
、

字
稲
荷
里
、
字
取
揚
、
字
西
金
成
田
、
字
西
角
、
字
二
本
柳
、
字
沼
前
、
字
羽
黒
下
、
字
羽
黒
山
、

字
八
介
沢
、
字
八
人
首
、
字
羽
山
、
字
払
川
、
字
原
新
田
、
字
東
金
成
田
、
字
舟
山
、
字
星
地
蔵
、

字
南
柿
ノ
内
、
字
宮
久
保
、
字
宮
前
、
字
向
黒
、
字
向
坂
、
字
向
田
子
屋
、
字
向
山
、
字
谷
地
橋
、

字
柳
下
、
字
油
王
田
及
び
字
脇
久
保
の
全
部
の
区
域

二
本
松
市
吉
倉
の
う
ち

字
臼
石
、
字
臼
石
山
、
字
上
古
屋
、
字
古
屋
前
、
字
下
古
屋
、
字
諏
訪
上
、
字
諏
訪
越
、
字
諏

訪
下
、
字
諏
訪
前
、
字
諏
訪
山
、
字
畑
田
、
字
東
古
宿
、
字
日
黒
及
び
字
広
窪
の
全
部
の
区
域
並

び
に
字
中
田
の
一
部
の
区
域

二
本
松
市
小
沢
の
う
ち

字
原
及
び
字
柳
原
の
全
部
の
区
域

二
本
松
市
下
川
崎
字
上
平
の
全
部
の
区
域

二
本
松
市
小
浜
の
う
ち

字
上
舘
、
字
北
月
山
、
字
下
舘
、
字
反
町
、
字
鳥
居
町
、
字
新
町
、
字
広
惣
内
、
字
藤
町
、
字

不
動
滝
、
字
古
明
神
、
字
本
町
及
び
字
芳
池
の
全
部
の
区
域

二
本
松
市
上
長
折
の
う
ち

字
片
倉
、
字
行
部
内
、
字
下
舘
及
び
字
滝
の
全
部
の
区
域

二
本
松
市
下
長
折
の
う
ち

字
大
柱
、
字
下
ノ
内
、
字
後
向
、
字
除
、
字
前
及
び
字
真
角
の
全
部
の
区
域
並
び
に
字
移
川
及

び
字
藤
の
一
部
の
区
域

二
本
松
市
西
勝
田
の
う
ち

字
安
斎
窪
、
字
植
松
、
字
牛
坂
、
字
柏
木
田
、
字
鞍
掛
、
字
七
合
畑
、
字
杉
内
、
字
立
坂
、
字
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舘
ノ
越
、
字
つ
つ
じ
山
、
字
樋
ノ
口
及
び
字
山
下
の
全
部
の
区
域

本
宮
市
の
都
市
計
画
区
域

安
達
郡
大
玉
村
の
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
二
本
松
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
本
宮
市

建
設
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び
大
玉
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

二
本
松
都
市
計
画
区
域
、
本
宮
都
市
計
画
区
域
及
び
岩
代
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保

全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
二
本
松
市
内
、
本
宮
市
内
及
び
大
玉
村
内
の
住
民
並
び
に
利

害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
三
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る
縦

覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
中
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

県
中
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
郡
山
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
須
賀

川
市
建
設
部
都
市
整
備
課
及
び
鏡
石
町
都
市
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
中
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
郡
山
市
内
、

須
賀
川
市
内
及
び
鏡
石
町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で

準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二

に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

石
川
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
石
川
町
都
市
建
設
課
、
浅
川
町
建
設
水
道

課
、
玉
川
村
地
域
整
備
課
及
び
平
田
村
地
域
整
備
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

石
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
石
川
町
内
、

浅
川
町
内
、
玉
川
村
内
及
び
平
田
村
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条

第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意

見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
春
都
市
計
画
区
域
、
田
村
東
部
都
市
計
画
区
域
、
常
葉
都
市
計
画
区
域
及
び

船
引
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

田
村
三
春
小
野
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

田
村
三
春
小
野
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
田
村
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
三
春
町
建

設
課
及
び
小
野
町
地
域
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

三
春
都
市
計
画
区
域
、
田
村
東
部
都
市
計
画
区
域
、
常
葉
都
市
計
画
区
域
及
び
船
引
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
田
村
市
内
、
三
春
町
内
及
び
小
野

町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏

名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
三
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
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島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
南
都
市
計
画
区
域
、
棚
倉
都
市
計
画
区
域
及
び
塙
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

県
南
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

県
南
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
白
河
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
西
郷
村
建

設
課
、
泉
崎
村
建
設
水
道
課
、
中
島
村
建
設
課
、
矢
吹
町
都
市
建
設
課
、
棚
倉
町
建
設
課
及
び
塙
町

ま
ち
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

県
南
都
市
計
画
区
域
、
棚
倉
都
市
計
画
区
域
及
び
塙
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
白
河
市
内
、
西
郷
村
内
、
泉
崎
村
内
、
中
島
村
内
、
矢
吹
町
内
、

棚
倉
町
内
及
び
塙
町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
三
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

会
津
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
会
津
若
松
市
建
設
部
都
市
計
画
課
及

び
会
津
美
里
町
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

会
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
会
津
若
松
市

内
及
び
会
津
美
里
町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲

げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
高
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め

当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

会
津
高
田
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
会
津
美
里
町
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

会
津
高
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
会
津
美

里
町
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由

し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
坂
下
都
市
計
画
区
域
及
び
塩
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

会
津
坂
下
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

会
津
坂
下
町
及
び
湯
川
村
に
係
る
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
会
津
坂
下
町
建
設
部
建
設
班
及
び
湯
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川
村
産
業
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

会
津
坂
下
都
市
計
画
区
域
及
び
塩
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す

る
案
に
つ
い
て
、
会
津
坂
下
町
内
及
び
湯
川
村
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第

二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を

記
し
た
意
見
書
を
三
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
喜
多
方
都
市
計
画
区
域
及
び
塩
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

喜
多
方
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

喜
多
方
市
の
う
ち

字
落
合
、
字
稲
清
水
、
字
山
ノ
神
、
字
馬
場
、
字
寺
西
、
字
村
西
、
字
宮
西
、
字
寺
南
、
字
五

ノ
神
、
字
惣
座
宮
、
字
西
町
、
字
南
町
、
字
中
町
、
字
北
町
、
字
加
登
、
字
桜
町
、
字
大
豆
田
、

字
長
面
、
字
蒔
田
、
字
舞
台
田
、
字
梨
子
ノ
木
、
字
瀬
戸
、
字
二
本
木
、
字
畑
台
、
字
中
台
、
字

柳
清
水
、
字
南
原
、
字
沢
ノ
目
、
字
台
、
字
原
田
、
字
上
江
、
字
下
江
、
字
銭
田
、
字
越
巻
、
字

籠
田
、
字
台
添
、
字
分
田
、
字
広
面
、
字
大
谷
地
田
、
字
屋
敷
免
、
字
石
田
、
字
東
町
、
字
四
百

苅
、
字
井
戸
尻
、
字
江
中
子
、
字
六
枚
長
、
字
窪
田
、
字
南
條
、
字
西
井
戸
尻
、
字
川
原
田
、
字

下
川
向
、
字
中
川
原
、
字
上
川
向
、
字
緑
町
、
字
一
丁
目
、
字
二
丁
目
、
字
寺
町
、
字
三
丁
目
、

字
町
尻
西
、
字
寺
田
、
字
扇
田
、
字
前
田
、
字
常
盤
町
、
字
寺
町
南
、
字
慶
徳
道
下
、
字
舘
野
、

字
鶴
巻
、
字
慶
徳
道
上
、
字
坂
井
道
上
、
字
道
円
渕
、
字
見
頃
道
下
、
字
飯
田
道
上
、
字

越
、

字
壇
ノ
前
、
字
中
寺
、
字
中
清
水
、
字
蝦
蟆
渕
、
字
見
頃
道
上
、
字
御
茶
屋
、
字
東
小
原
、
字
経

壇
東
、
字
宗
匠
壇
、
字
水
上
、
字
沼
田
、
字
小
田
付
道
上
、
字
小
田
付
道
下
、
字
細
田
、
字
御
清

水
東
、
字
梅
竹
、
字
稲
荷
宮
、
字
御
清
水
南
、
字
柳
原
、
字
六
百
苅
、
字
御
清
水
、
字
沢
ノ
免
、

字
谷
地
田
、
字
町
尻
東
、
字
大
道
田
、
字
小
田
、
字
百
苅
田
、
字
中
島
、
字
東
川
原
田
、
字
川
原

田
西
、
字
行
作
、
字
谷
地
田
上
、
字
大
坪
、
字
川
下
、
字
東
籠
田
、
字
西
籠
田
、
字
前
田
上
、
字

永
久
、
字
一
本
木
上
、
字
一
本
木
下
、
字
長
内
、
字
大
道
端
、
字
中
谷
地
、
字
大
谷
地
、
字
三
百

苅
、
字
五
百
苅
、
字
砂
子
田
、
字
千
苅
新
道
下
、
字
町
田
下
、
字
中
田
、
字
千
苅
道
下
、
字
下
川

原
、
字
千
苅
道
上
、
字
千
苅
中
道
上
、
字
太
子
堂
、
字
千
苅
、
字
町
田
、
字
七
百
苅
、
字
古
寺
、

字
市
道
、
字
北
原
、
字
天
満
前
、
字
町
西
、
字
町
北
、
字
番
帳
免
、
字
長
源
段
、
字
経
壇
、
字
花

園
、
字
諏
訪
、
字
さ
つ
き
が
丘
、
字
桜
ガ
丘
一
丁
目
、
字
桜
ガ
丘
二
丁
目
、
字
常
盤
台
、
字
大
荒

井
、
字
西
四
ツ
谷
、
字
青
葉
台
、
字
押
切
一
丁
目
、
字
押
切
二
丁
目
、
字
押
切
三
丁
目
、
字
押
切

東
一
丁
目
、
字
押
切
東
二
丁
目
、
字
押
切
南
一
丁
目
、
字
押
切
南
二
丁
目
、
字
清
水
が
丘
一
丁
目
、

字
清
水
が
丘
二
丁
目
、
字
清
水
が
丘
三
丁
目
、
字
清
水
台
一
丁
目
、
字
清
水
台
二
丁
目
、
字
清
水

台
三
丁
目
、
字
通
船
場
、
東
桜
ガ
丘
一
丁
目
、
東
桜
ガ
丘
二
丁
目
、
字
北
町
上
、
字
窪
屋
敷
、
字

元
諏
訪
、
字
向
谷
地
、
字
小
原
、
字
西
小
原
、
字
谷
地
及
び
字
東
台
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
松
山
町
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
上
三
宮
町
上
三
宮
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉
川
の
う
ち

字
堂
前
、
字
南
中
、
字
別
当
屋
敷
、
字
北
中
、
字
三
島
、
字
杉
本
カ
ラ
ケ
、
字
比
津
井
田
、
字

シ
ケ
畑
、
字
日
照
畑
、
字
南
舘
、
字
村
東
、
字
家
下
、
字
廣
面
、
字
榎
田
、
字
舘
の
下
、
字
向
舘
、

字
赤
崎
作
、
字
堂
泓
、
字
中
道
、
字
宮
田
、
字
鴨
田
、
字
蛭
田
、
字
地
蔵
免
、
字
大
畑
、
字
山
道

下
、
字
北
石
田
、
字
濁
川
端
向
、
字
橙
明
田
、
字
吸
右
衛
門
作
、
字
北
川
原
、
字
上
川
原
、
字
藤

木
、
字
原
田
、
字
田
付
道
下
、
字
於
前
の
分
、
字
外
原
、
字
金
畑
、
字
台
畑
、
字
檀
の
前
、
字
彦

四
郎
分
、
字
大
荒
井
道
下
、
字
大
荒
井
前
、
字
下
川
原
、
字
道
欲
渕
、
字
前
田
免
、
字
下
三
宮
、

字
井
戸
尻
、
字
和
尚
權
、
字
西
大
寄
、
字
七
十
刈
、
字
上
新
田
、
字
東
大
寄
、
字
川
原
田
、
字
長

泥
、
字
摺
屋
敷
、
字
四
分
一
、
字
弥
五
作
、
字
反
田
、
字
中
川
原
、
字
吉
田
、
字
飯
塚
、
字
清
水

尻
、
字
新
屋
敷
、
字
黒
沢
、
字
開
傅
原
、
字
上
人
作
、
字
石
田
、
字
大
坪
、
字
越
法
田
、
字
北
廣

畑
、
字
南
廣
畑
、
字
瀧
沢
、
字
鹿
畑
、
字
林
下
、
字
舘
中
、
字
橋
向
、
字
山
作
、
字
南
上
川
原
、

字
熊
鷹
、
字
北
原
、
字
相
ノ
沢
及
び
字
山
ノ
神
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
上
三
宮
町
三
谷
の
う
ち

字
葡
萄
沢
、
字
北
原
新
田
、
字
西
村
、
字
前
の
畠
、
字
下
前
田
、
字
屋
敷
中
、
字
舟
渡
田
、
字

下
三
山
道
南
、
字
茅
畑
、
字
甚
右
エ
門
畑
、
字
北
屋
敷
、
字
馬
場
の
上
、
字
般
若
田
道
上
、
字
般

若
田
道
下
、
字
般
若
田
、
字
石
田
、
字
小
深
田
、
字
前
田
道
下
北
、
字
前
田
道
下
、
字
下
間
々
下
、

字
三
百
刈
、
字
川
原
田
、
字
向
川
原
、
字
堰
場
、
字
桶
田
、
字
小
森
田
、
字
上
間
々
下
、
字
八
ノ

作
、
字
上
桶
田
、
字
大
坪
、
字
台
、
字
サ
ク
ミ
作
、
字
塔
寺
免
、
字
甚
右
エ
門
田
、
字
西
宅
北
、

字
林
南
、
字
譲
屋
、
字
村
北
道
南
、
字
村
北
道
北
、
字
飛
鳥
前
、
字
山
本
、
字
山
本
北
、
字
山
瀧
、

字
山
本
東
、
字
根
小
屋
、
字
老
家
内
、
字
老
家
道
南
、
字
高
橋
沢
、
字
瀬
戸
田
、
字
村
北
道
東
、

字
南
宅
地
、
字
家
東
、
字
落
見
、
字
前
田
、
字
長
田
、
字
中
田
、
字
門
明
田
、
字
穀
成
、
字
大
坪

北
、
字
下
川
原
、
字
崩
差
、
字
砂
田
、
字
厚
畳
、
字
古
酒
田
、
字
上
川
原
、
字
舘
跡
、
字
間
々
上
、

字
最
上
田
、
字
松
野
堰
西
、
字
松
野
堰
際
、
字
濁
川
端
北
、
字
松
野
堰
東
、
字
北
丘
人
渕
、
字
永

田
、
字
舘
の
北
、
字
高
橋
、
字
清
水
尻
、
字
小
荒
田
、
字
五
分
一
村
北
、
字
五
分
一
及
び
字
老
家

の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
の
う
ち

字
西
桜
壇
、
字
東
桜
壇
、
字
原
添
、
字
駒
形
、
字
七
曲
、
字
亀
岩
尻
、
字
広
原
、
字
亀
岩
及
び

字
大
杉
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津
の
う
ち

字
馬
場
、
字
宮
地
、
字
西
馬
場
、
字
南
沢
田
、
字
広
面
、
字
川
原
田
、
字
小
市
作
、
字
下
村
前
、

字
下
村
、
字
東
馬
場
、
字
南
谷
地
、
字
台
、
字
台
田
、
字
西
ノ
前
、
字
笹
の
上
、
字
西
原
、
字
銭

�
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神
、
字
西
ノ
後
、
字
田
中
、
字
堂
の
後
、
字
宮
東
、
字
滝
川
、
字
東
谷
地
、
字
滝
川
前
、
字
滝
川

後
、
字
村
東
、
字
村
前
、
字
飛
屋
敷
、
字
四
百
苅
、
字
南
原
、
字
畑
添
、
字
腰
巻
、
字
林
添
、
字

宮
の
前
、
字
寺
西
、
字
中
田
付
、
字
北
向
、
字
家
ノ
東
、
字
東
原
、
字
向
台
上
、
字
向
台
下
、
字

前
谷
地
、
字
家
の
前
、
字
荒
田
、
字
五
百
苅
、
字
大
沢
、
字
岩
崎
、
字
西
荒
田
、
字
井
戸
尻
、
字

原
ノ
坊
、
字
原
田
、
字
若
宮
、
字
西
田
窪
、
字
弘
海
壇
、
字
堰
東
、
字
畑
ケ
田
西
、
字
原
ノ
坊
前
、

字
大
門
、
字
道
下
東
、
字
下
新
田
、
字
堀
下
、
字
道
下
西
、
字
道
上
、
字
鳥
ケ
屋
敷
、
字
林
崎
、

字
元
添
、
字
柏
原
廻
り
、
字
小
原
、
字
家
の
北
、
字
宮
ノ
前
、
字
寺
西
、
字
堤
田
、
字
山
ノ
下
、

字
北
原
、
字
火
付
沢
、
字
土
橋
、
字
勝
耕
作
、
字
沢
田
、
字
惣
社
原
、
字
桜
壇
、
字
畑
ケ
田
、
字

清
水
上
、
字
家
ノ
後
、
字
家
ノ
東
、
字
向
台
上
、
字
家
ノ
前
、
字
五
百
苅
、
字
家
ノ
北
、
字
寺
窪

前
、
字
寺
山
、
字
家
ノ
上
、
字
前
坂
、
字
中
峠
、
字
中
山
、
字
沢
ノ
上
、
字
西
ノ
山
、
字
坂
下
、

字
鳥
ケ
墓
、
字
勝
負
沢
、
字
家
ノ
下
、
字
家
ノ
向
、
字
長
窪
、
字
上
方
、
字
三
十
苅
、
字
向
台
下
、

字
三
津
谷
、
字
中
田
付
東
及
び
字
中
田
付
西
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
岩
月
町
橿
野
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
岩
月
町
喜
多
方
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
岩
月
町
大
都
の
う
ち

字
孫
六
田
、
字
猫
ノ
尾
、
字
田
向
、
字
諏
訪
前
、
字
前
田
、
字
北
村
前
、
字
阿
合
、
字
諏
訪
後
、

字
神
田
作
、
字
五
十
苅
、
字
前
川
原
、
字
名
木
ノ
原
、
字
荒
田
、
字
江
中
子
、
字
下
弥
唐
巻
、
字

舘
ノ
内
、
字
堂
ノ
前
、
字
上
弥
唐
巻
、
字
広
面
、
字
下
清
水
、
字
屋
敷
、
字
家
ノ
後
、
字
東
前
田
、

字
土
屋
敷
、
字
衛
門
作
、
字
興
助
作
、
字
上
清
水
、
字
田
島
屋
敷
、
字
中
川
原
前
、
字
窪
田
、
字

六
百
苅
、
字
鳥
井
田
、
字
極
田
、
字
反
田
、
字
石
田
、
字
一
本
木
、
字
聖
ノ
宮
、
字
寺
前
、
字
沢

ノ
目
、
字
寺
西
、
字
谷
地
、
字
菅
田
、
字
後
生
免
、
字
宮
の
前
、
字
石
神
、
字
中
川
原
後
、
字
西

畑
、
字
広
畑
、
字
品
ノ
木
、
字
阿
弥
陀
堂
、
字
松
原
、
字
中
道
、
字
本
木
、
字
大
名
、
字
道
角
川

原
、
字
六
角
、
字
扇
田
、
字
番
状
免
、
字
東
村
、
字
西
村
、
字
宮
ノ
先
、
字
寺
前
、
字
後
生
免
、

字
長
窪
、
字
ウ
ル
イ
坂
、
字
菖
蒲
沢
、
字
中
山
、
字
林
ノ
下
、
字
平
石
、
字
吹
屋
沢
、
字
山
ノ
神
、

字
上
ノ
台
、
字
大
沢
入
及
び
字
芋
窪
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
関
柴
の
う
ち

字
六
百
苅
、
字
姥
柳
、
字
稲
荷
宮
、
字
中
江
、
字
代
官
作
、
字
山
道
端
、
字
川
原
、
字
村
東
、

字
関
柴
、
字
前
田
、
字
石
ノ
堂
、
字
川
又
前
、
字
戌
亥
谷
地
、
字
大
田
、
字
赤
坂
前
、
字
ツ
ク
ノ

下
、
字
北
畑
、
字
阿
弥
陀
堂
、
字
中
道
南
、
字
中
道
北
、
字
赤
坂
、
字
上
ノ
代
、
字
西
城
、
字
外

赤
坂
、
字
元
諏
訪
、
字
打
入
、
字
上
打
入
、
字
下
大
窪
、
字
甘
草
苅
、
字
打
入
東
、
字
蟹
沢
入
、

字
西
打
入
、
字
寺
入
、
字
五
倫
、
字
赤
坂
後
、
字
下
打
越
、
字
寺
後
、
字
寺
の
後
、
字
打
越
、
字

東
打
越
、
字
諏
訪
の
上
、
字
入
柴
西
、
字
黒
が
沢
、
字
門
光
寺
後
、
字
諏
訪
後
、
字
万
太
郎
沢
、

字
墓
の
後
、
字
経
塚
、
字
権
現
沢
、
字
門
光
寺
、
字
高
橋
西
、
字
町
田
、
字
高
橋
、
字
堂
ノ
下
、

字
平
石
、
字
清
水
尻
、
字
舘
ノ
内
、
字
諏
訪
の
下
、
字
山
口
平
、
字
黒
岩
、
字
黒
岩
下
、
字
九
良

右
エ
門
、
字
滝
の
下
及
び
字
滝
の
平
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
下
柴
の
う
ち

字
道
尻
、
字
道
下
、
字
円
後
田
、
字
庄
遠
田
、
字
下
の
代
、
字
向
川
原
、
字
西
川
原
、
字
上
の

代
、
字
天
神
前
、
字
大
門
口
、
字
東
住
、
字
市
道
上
、
字
山
道
上
、
字
後
田
、
字
馬
場
田
、
字
堰

根
、
字
姥
堂
、
字
荒
屋
敷
、
字
墻
の
内
、
字
寺
田
、
字
的
場
、
字
芝
原
前
、
字
千
代
峯
、
字
芝
沢
、

字
村
東
、
字
天
ヶ
作
、
字
墓
の
前
、
字
小
松
、
字
三
十
苅
、
字

口
、
字
西
谷
地
、
字
台
畑
、
字

台
、
字
家
の
前
、
字
上
小
松
、
字
寺
の
前
、
字
大
門
、
字
北
畑
、
字
山
の
神
、
字
家
ノ
後
、
字
馬

上
免
、
字
三
百
苅
、
字
窪
田
、
字
堰
場
、
字
雨
ケ
作
山
、
字
大
門
山
、
字
骨
土
入
、
字
長
光
窪
、

字
糖
敷
沢
、
字
石
堂
、
字
石
堂
沢
、
字
羽
山
堂
、
字
駒
坂
、
字
二
本
木
沢
、
字
滝
下
及
び
字
川
音

の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
平
林
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
三
津
井
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
上
高
額
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
関
柴
町
豊

の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熊
倉
町
熊
倉
の
う
ち

字
柳
内
、
字
中
川
、
字
大
門
、
字
物
江
、
字
高
畑
、
字
東
裏
、
字
熊
倉
、
字
杉
の
下
、
字
花
立
、

字
五
千
苅
、
字
四
千
苅
、
字
大
竹
、
字
ク
ネ
添
、
字
壇
の
前
、
字
宮
西
、
字
宮
西
端
、
字
鈴
木
、

字
段
袋
、
字
小
塩
川
端
、
字
中
里
向
、
字
八
丁
、
字
小
塩
川
端
向
、
字
比
丘
谷
地
、
字
西
割
田
、

字
後
谷
地
、
字
江
添
、
字
西
裏
、
字
町
尻
、
字
新
田
、
字
大
坪
、
字
羽
曽
部
、
字
原
田
、
字
元
本
、

字
籠
田
、
字
地
藏
面
、
字
八
丁
前
、
字
柳
原
北
、
字
西
柳
原
、
字
柳
原
、
字
柳
原
添
、
字
中
谷
地
、

字
舞
台
田
、
字
南
柳
原
、
字
明
七
、
字
大
道
東
、
字
下
川
原
、
字
中
川
原
、
字
後
川
原
、
字
松
の

下
及
び
字
高
城
下
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熊
倉
町
新
合
の
う
ち

字
小
沼
、
字
村
西
、
字
上
川
原
、
字
ヲ
ソ
ノ
コ
ヘ
、
字
揚
場
、
字
西
町
尻
、
字
東
町
尻
、
字
畑

中
、
字

道
下
、
字

、
字
村
東
、
字
小
原
、
字
川
原
、
字
壇
前
、
字
羽
黒
森
、
字
日
照
田
、
字

家
の
北
、
字
金
沢
、
字
竹
花
及
び
字

西
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熊
倉
町
都
の
う
ち

字
反
田
、
字
村
中
、
字
町
尻
西
、
字
町
尻
東
、
字
欠
の
下
、
字
高
柳
、
字
諏
訪
後
、
字
上
川
原
、

字
三
百
苅
、
字
梨
子
木
、
字
舘
の
前
、
字
宮
の
前
、
字
村
西
、
字
下
川
端
、
字
赤
羽
、
字
権
現
森
、

字
輪
具
、
字
作
田
及
び
字
上
の
代
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
慶
徳
町
松
舞
家
の
う
ち

字
免
田
、
字
稲
荷
前
、
字
北
稲
荷
前
、
字
天
神
前
、
字
天
神
宮
、
字
上
村
、
字
沢
向
、
字
百
目

貫
、
字
沢
田
、
字
北
新
町
、
字
松
野
、
字
木
曽
の
原
、
字
下
根
桶
巻
、
字
下
中
江
、
字
武
の
巻
、

字
藤
の
巻
、
字
重
檀
、
字
角
田
、
字
雪
船
田
、
字
三
貫
堰
、
字
一
本
柳
、
字
原
添
、
字
反
町
、
字

よ
し
谷
地
、
字
葮
谷
地
、
字
中
町
、
字
北
の
窪
前
、
字
地
蔵
免
、
字
三
角
田
、
字
上
中
江
、
字
上

根
柄
巻
、
字
上
江
、
字
上
田
、
字
北
の
窪
、
字
谷
地
田
、
字
家
の
前
、
字
舞
台
田
、
字
窪
田
、
字

堰
場
、
字
走
下
り
、
字
下
川
、
字
上
川
、
字
下
川
原
、
字
中
原
、
字
下
台
、
字
広
田
面
、
字
町
尻
、

字
馬
場
田
、
字
若
宮
、
字
坂
下
、
字
下
古
屋
敷
、
字
上
古
屋
敷
、
字
堰
下
、
字
鶴
巻
田
、
字
日
照

田
、
字
石
田
、
字
道
下
、
字
新
町
、
字
古
寺
前
、
字
台
の
下
、
字
中
台
、
字
上
川
原
、
字
東
飯
台

田
、
字
西
飯
台
田
、
字
台
田
、
字

の
尾
及
び
字
二
十
四
軒
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
慶
徳
町
豊
岡
の
う
ち

字
牛
沢
、
字
今
町
、
字
木
曽
原
、
字
千
五
百
苅
、
字
高
木
、
字
京
八
田
、
字
反
町
、
字
高
八
田
、

字
柳
町
、
字
上
川
原
、
字
川
原
田
、
字
中
川
原
、
字
上
ノ
川
原
、
字
下
川
原
、
字
重
檀
、
字
中
江
、

�

�

�

�

�

�
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字
北
城
、
字
上
江
、
字
本
町
、
字
不
動
前
、
字
山
岸
及
び
字
香
隈
山
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
慶
徳
町
新
宮
の
う
ち

字
舘
北
、
字
館
内
、
字
舘
東
、
字
前
田
、
字
前
田
道
南
、
字
小
舘
、
字
上
川
原
、
字
櫻
本
、
字

御
戸
開
、
字
地
蔵
免
、
字
中
川
原
、
字
下
川
原
、
字
清
水
尻
、
字
招
本
、
字
畑
中
、
字
熊
野
、
字

新
宮
、
字
神
明
道
下
及
び
字
北
城
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科
の
う
ち

字
六
間
割
、
字
八
人
訳
、
字
天
神
免
、
字
天
神
塚
、
字
須
崎
、
字
出
川
原
、
字
川
端
、
字
蔵
東
、

字
二
渡
及
び
字
山
崎
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
豊
川
町
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
塩
川
町
の
都
市
計
画
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
加
納
の
う
ち

字
御
下
甲
、
字
家
ノ
前
甲
、
字
杉
ノ
坪
甲
、
字
桜
畑
甲
、
字
西
ノ
宮
甲
、
字
白
五
輪
甲
、
字
中

道
下
甲
、
字
下
窪
甲
、
字
北
諏
訪
田
甲
、
字
根
岸
甲
、
字
下
根
岸
甲
、
字
根
岸
北
甲
、
字
水
上
甲
、

字
鍋
蓋
、
字
中
小
原
、
字
小
原
、
字
上
り
江
甲
、
字
西
土
合
甲
、
字
十
間
舘
甲
、
字
畑
中
甲
、
字

烏
林
甲
、
字
中
大
用
甲
、
字
谷
地
中
甲
、
字
蕀
原
甲
、
字
板
屋
甲
、
字
五
目
甲
、
字
村
東
甲
、
字

村
南
甲
、
字
石
田
原
甲
、
字
朴
林
甲
、
字
岩
尾
道
下
甲
、
字
窪
甲
、
字
北
畑
甲
、
字
甚
蔵
新
田
甲
、

字
大
道
下
甲
、
字
屋
敷
内
甲
、
字
舘
ノ
廻
り
甲
、
字
堰
上
甲
、
字
柿
木
田
甲
、
字
古
屋
敷
甲
、
字

蟹
沢
道
下
甲
、
字
向
新
田
甲
、
字
藤
平
田
甲
、
字
上
三
境
甲
、
字
舘
ノ
北
甲
、
字
村
前
田
甲
、
字

妻
ノ
神
甲
、
字
虚
空
蔵
道
下
甲
、
字
竹
ノ
花
甲
、
字
根
ノ
上
甲
、
字
鷲
田
甲
、
字
五
十
苅
甲
、
字

舞
台
田
甲
、
字
北
原
甲
、
字
稲
荷
前
甲
、
字
谷
地
田
甲
、
字
畑
ヶ
田
甲
、
字
下
原
道
下
甲
、
字
鍜

治
原
甲
、
字
丸
山
甲
、
字
深
沢
甲
、
字
鷲
生
山
甲
、
字
山
ノ
神
甲
、
字
坂
下
甲
、
字
家
ノ
前
原
甲
、

字
三
角
甲
、
字
堰
西
甲
、
字
堰
東
甲
、
字
道
上
堰
西
甲
、
字
下
谷
地
山
甲
、
字
東
山
甲
、
字
上
ノ

山
甲
、
字
根
岸
山
甲
、
字
上
外
出
ヶ
原
甲
、
字
五
目
山
甲
、
字
鷲
田
山
甲
、
字
五
目
、
字
根
岸
、

字
添
田
、
字
柿
田
、
字
村
北
、
字
蟹
沢
、
字
堂
ノ
下
、
字
村
前
、
字
根
岸
山
及
び
字
水
上
の
全
部

の
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
宮
川
の
う
ち

字
出
尻
、
字
並
桜
、
字
墓
ノ
西
、
字
南
原
、
字
中
山
田
前
、
字
山
田
前
、
字
山
田
中
島
、
字
寺

ノ
前
、
字
三
軒
屋
敷
、
字
半
在
家
、
字
寺
ノ
西
、
字
勘
解
由
畑
、
字
諏
訪
林
、
字
南
末
家
、
字
堰

上
、
字
中
百
苅
、
字
西
岩
尾
、
字
三
島
前
、
字
西
原
、
字
岩
尾
、
字
南
澤
、
字
半
在
家
道
東
、
字

橋
元
、
字
八
反
田
、
字
上
口
、
字
玉
屋
、
字
中
才
、
字
若
宮
、
字
五
目
道
上
、
字
悪
水
出
シ
、
字

五
分
一
堰
東
、
字
細
田
、
字
北
ノ
沢
、
字
治
平
家
北
、
字
丸
山
、
字
治
平
家
道
北
、
字
治
郎
平
作
、

字
深
田
、
字
八
百
苅
、
字
長
山
、
字
山
道
北
、
字
堰
下
、
字
半
在
家
道
南
、
字
半
在
家
道
北
、
字

岩
尾
東
、
字
岩
尾
西
、
字
八
反
田
東
及
び
字
八
反
田
西
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
米
岡
の
う
ち

字
二
本
木
原
甲
、
字
桜
屋
敷
前
乙
、
字
百
祭
乙
、
字
中
和
田
乙
、
字
家
ノ
前
乙
、
字
山
際
乙
、

字
原
田
乙
、
字
下
平
乙
、
字
北
原
乙
、
字
針
生
乙
、
字
堰
下
乙
、
字
下
台
乙
、
字
上
台
乙
、
字
天

野
澤
乙
、
字
円
田
澤
乙
、
字
円
田
乙
、
字
東
円
田
乙
、
字
長
坂
乙
、
字
円
田
原
乙
、
字
堂
ノ
後
乙
、

字
日
照
屋
敷
乙
、
字
桜
屋
敷
乙
、
字
上
野
丙
、
字
寺
内
丙
、
字
中
ノ
澤
東
丙
、
字
中
ノ
澤
西
丙
、

字
大
工
屋
敷
丙
、
字
元
屋
敷
西
丙
、
字
反
田
丙
、
字
横
堀
丙
、
字
五
輪
前
丙
、
字
元
木
丙
、
字
横

堀
後
丙
、
字
円
田
原
丙
、
字
下
川
原
向
丙
、
字
稲
荷
坂
丁
、
字
窪
田
丁
、
字
窪
ノ
上
丁
、
字
下
川

原
丁
、
字
尾
畑
腰
丁
、
字
田
中
丁
、
字
田
尻
丁
、
字
日
照
田
丁
、
字
間
々
ノ
上
丁
、
字
宮
ノ
前
丁
、

字
堰
下
丁
、
字
寺
ノ
西
丁
、
字
寺
ノ
北
丁
、
字
中
ノ
段
丁
、
字
段
ノ
下
丁
、
字
京
仙
坂
丁
、
字
上

日
照
田
丁
、
字
入
組
五
倫
丁
、
字
円
田
原
丁
、
字
下
ノ
川
丁
、
字
北
原
丁
、
字
大
西
丁
、
字
八
百

苅
戊
、
字
家
ノ
前
戊
、
字
中
川
原
戊
、
字
市
野
々
戊
、
字
中
川
原
前
、
字
下
田
中
前
、
字
明
戸
前
、

字
堰
下
、
字
大
西
原
、
字
段
ノ
下
、
字
日
照
田
原
、
字
日
照
田
前
、
字
上
野
前
、
字
上
野
後
、
字

円
田
前
、
字
上
野
原
、
字
桜
屋
敷
前
、
字
下
針
生
、
字
中
川
原
、
字
平
名
森
及
び
字
市
野
々
の
全

部
の
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
相
田
の
う
ち

字
中
道
東
乙
、
字
中
道
西
乙
、
字
西
ノ
前
乙
、
字
小
松
原
乙
、
字
大
美
濃
原
乙
、
字
坊
頭
林
乙
、

字
十
二
神
乙
、
字
下
原
乙
、
字
下
内
裏
乙
、
字
上
内
裏
乙
、
字
下
ノ
台
乙
、
字
大
林
乙
、
字
五
百

苅
乙
、
字
前
田
乙
、
字
東
前
田
乙
、
字
東
原
乙
、
字
下
川
原
乙
、
字
上
川
原
乙
、
字
大
森
乙
、
字

大
森
、
字
西
原
及
び
字
金
屋
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
熱
塩
の
う
ち

字
下
湯
坂
甲
、
字
上
湯
坂
甲
、
字
前
川
原
下
甲
、
字
向
川
原
下
甲
、
字
東
黒
川
丙
、
字
雀
田
丁
、

字
前
田
丁
、
字
西
黒
川
丁
、
字
天
神
林
丁
、
字
黒
川
及
び
字
雀
田
の
全
部
の
区
域

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
山
田
の
う
ち

字
道
西
甲
、
字
山
新
田
甲
、
字
細
田
甲
、
字
於
伊
勢
ノ
前
甲
、
字
赤
崎
甲
、
字
羽
山
甲
、
字
元

屋
敷
甲
、
字
千
苅
田
後
甲
、
字
千
苅
田
甲
、
字
大
明
神
前
甲
、
字
関
根
道
下
甲
、
字
前
田
甲
、
字

関
根
道
上
甲
、
字
清
左
エ
門
東
甲
、
字
川
原
田
甲
、
字
ム
ク
田
甲
、
字
宇
津
野
道
下
甲
、
字
荒
新

田
甲
、
字
稲
干
場
甲
、
字
侭
ノ
上
甲
、
字
堂
ノ
下
甲
、
字
堂
ノ
下
堰
東
甲
、
字
湯
坂
乙
、
字
水
尻

乙
、
字
赤
崎
道
上
乙
、
字
中
川
原
乙
、
字
下
川
原
乙
、
字
栗
生
沢
乙
、
字
湯
坂
、
字
水
尻
、
字
栗

生
沢
、
字
道
上
、
字
道
下
、
字
赤
崎
及
び
字
道
西
の
全
部
の
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
喜
多
方
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

喜
多
方
都
市
計
画
区
域
及
び
塩
川
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る

案
に
つ
い
て
、
喜
多
方
市
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
三
に

掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
猪
苗
代
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当

該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

猪
苗
代
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
猪
苗
代
町
建
設
課
及
び
磐
梯
町
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

猪
苗
代
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
猪
苗
代
町

内
及
び
磐
梯
町
内
の
住
民
並
び
に
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る

機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
会
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
た
め
当

該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

西
会
津
都
市
計
画
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
西
会
津
町
建
設
水
道
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

西
会
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
西
会
津
町

内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、

三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
島
都
市
計
画
区
域
及
び
伊
南
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

南
会
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

南
会
津
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
南
会
津
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出

田
島
都
市
計
画
区
域
及
び
伊
南
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
す
る
案

に
つ
い
て
、
南
会
津
町
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
三
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
四
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）
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公 告 第 ６ ２ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ２ 月 14日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
サ ー ベ イ メ ー タ 1 , 1 0 0台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 25年 12月 ６ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 ニ ー ズ 福 島 県 福 島 市 本 内 字 南 街 道 下 １ 番 地 １

５ 落 札 金 額
26 , 0 3 3 , 7 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 25年 10月 25日

（入札用度課）

福
島
県
人
事
委
員
会

公
告
第
一
号

平
成
二
十
六
年
度
福
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
試
験
（
特
別
募
集
）
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

一

区
分
試
験
、
採
用
予
定
人
員
及
び
受
験
資
格

採
用
予
定

区
分
試
験

受

験

資

格

人

員

警
察
官
Ａ

二
十
五
名
程
度

昭
和
五
十
五
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教

（
男
性
・

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短

一
般
）

期
大
学
を
除
き
ま
す
。）
を
卒
業
し
た
も
の
若
し
く
は
平
成
二

警
察
官
Ａ

五
名
程
度

十
六
年
九
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の

（
女
性
・

者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
と
し

一
般
）

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

受
験
で
き
ま
せ
ん
。

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

二

成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
民
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
準
禁
治
産
者

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

四

福
島
県
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該

処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法

又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と

を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
者

二

試
験
の
方
法
及
び
内
容

１

第
一
次
試
験

教
養
試
験
（
多
肢
選
択
式
）

出
題
分
野
及
び
出
題
分
野
別
出
題
予
定
数
は
、
別
表
の
と
お

(一)
り
と
し
ま
す
。

論
文
試
験

(二)
２

第
二
次
試
験

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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口
述
試
験

(一)

適
性
検
査

(二)

体
力
検
査

(三)

身
体
検
査
（
測
定
方
式
）

(四)

身
体
検
査
（
持
参
方
式
）

(五)

三

試
験
期
日
、
試
験
地
及
び
合
格
者
発
表

区

分

試

験

期

日

試

験

地

合

格

者

発

表

第
一
次
試
験

平
成
二
十
六
年
五
月
十
一

福

島

市

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

日
（
日
）

（
金
）
に
福
島
県
庁
前
掲
示
場
並

び
に
郡
山
、
白
河
、
会
津
若
松
、

南
会
津
、
南
相
馬
及
び
い
わ
き
の

各
福
島
県
合
同
庁
舎
前
掲
示
場
並

び
に
福
島
県
東
京
事
務
所
、
福
島

県
大
阪
事
務
所
、
福
島
県
北
海
道

事
務
所
及
び
福
島
県
名
古
屋
事
務

所
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示

す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま

す
。

第
二
次
試
験

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

福

島

市

平
成
二
十
六
年
八
月
十
三
日

六
日
（
木
）
か
ら
同
月
二

（
水
）
に
福
島
県
庁
前
掲
示
場
並

十
九
日
（
日
）
ま
で
の
四

び
に
郡
山
、
白
河
、
会
津
若
松
、

日
間
の
う
ち
指
定
す
る
二

南
会
津
、
南
相
馬
及
び
い
わ
き
の

日

各
福
島
県
合
同
庁
舎
前
掲
示
場
並

び
に
福
島
県
東
京
事
務
所
、
福
島

県
大
阪
事
務
所
、
福
島
県
北
海
道

事
務
所
及
び
福
島
県
名
古
屋
事
務

所
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示

す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま

す
。

四

受
験
申
込
み
の
手
続

１

受
験
申
込
書
の
配
布

受
験
申
込
書
は
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
県
庁
内
）
電

話
（
〇
二
四
）
五
二
一
―
七
五
九
〇
）
、
福
島
県
地
方
振
興
局
、
福
島
県
東
京
事
務
所
、
福
島
県

大
阪
事
務
所
、
福
島
県
北
海
道
事
務
所
及
び
福
島
県
名
古
屋
事
務
所
並
び
に
福
島
県
警
察
本
部
警

務
部
警
務
課
、
福
島
県
内
の
各
警
察
署
、
各
交
番
及
び
各
駐
在
所
（
山
木
屋
駐
在
所
、
江
名
駐
在

所
、
小
高
駐
在
所
、
飯
舘
駐
在
所
、
広
野
駐
在
所
、

葉
駐
在
所
、
夜
の
森
駐
在
所
、
川
内
駐
在

所
、
大
熊
駐
在
所
、
双
葉
駐
在
所
、
請
戸
駐
在
所
、
大
堀
駐
在
所
、
室
原
駐
在
所
、
津
島
駐
在
所
、

尾
駐
在
所
、
磯
部
駐
在
所
及
び
尾
浜
駐
在
所
を
除
き
ま
す
。
）
に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。

２

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
所
定
の
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ふ
く
し
ま
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
受
験
希
望
者
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
で
入
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
項
目
を
全
て
入
力
し
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

３

申
込
受
付
期
間
及
び
申
込
受
付
時
間

申
込
受
付
期
間

(一)

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
（
金
）
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
（
金
）
ま
で
で
す
（
郵
便
に
よ

る
申
込
み
は
、
同
年
四
月
十
一
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
ふ
く
し
ま
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
平
成
二

十
六
年
三
月
十
四
日
（
金
）
か
ら
同
年
四
月
八
日
（
火
）
ま
で
で
す
。

申
込
受
付
時
間

(二)

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
ふ
く
し
ま
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
が
稼
働
し
て
い
る
時
間
帯
（
平
成
二
十
六
年
四
月
八
日
（
火
）
に
あ
っ
て
は
、
午
後
五

時
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

五

給
与

１

初
任
給

こ
の
試
験
に
合
格
し
、
採
用
さ
れ
る
と
、
二
〇
八
、
〇
〇
〇
円
の
初
任
給
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

２

そ
の
他
の
給
与

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

六

合
格
か
ら
採
用
ま
で

合
格
者
名
は
、
区
分
試
験
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
任
用
候
補
者
名
簿
に
第
二
次
試
験
に
係
る
得
点
順

に
登
載
さ
れ
た
上
、
福
島
県
警
察
本
部
長
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
採
用
者
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

七

問
い
合
わ
せ
先

こ
の
試
験
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
福
島
県
警
察
本
部
警

務
部
警
務
課
（
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
県
庁
内
）
電
話
（
〇
二
四
）
五
二
二
―
二
一
五
一
内

線
二
六
二
三
、
二
六
二
六
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

別
表教

養
試
験
出
題
分
野
一
覧
表
（
（

）
内
は
、
出
題
分
野
別
出
題
予
定
数
）

社
会
科
学
（
９
）
、
人
文
科
学
（
９
）
、
自
然
科
学
（
７
）
、
文
章
理
解
（
９
）
、
判
断
推
理

（
９
）
及
び
数
的
推
理
・
資
料
解
釈
（
７
）

（
採
用
給
与
課
）

�

�
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正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
号
外
第
七
十
号
中

四

上

後
ろ
か

ら
一
〇

○
平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
付
け
定
例
第
二
千
五
百
六
十
二
号
中

四
五

上

目
次
中

一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
自
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
自

動
販
売
機
の
設
置
の
用
に
供
す
る
動
販
売
機
の
設
置
の
用
に
供
す
る

た
め
の
行
政
財
産
の
貸
付
契
約
を
た
め
の
行
政
財
産
の
貸
付
契
約
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
も
の
に

要
な
資
格
等
を
定
め
る
件

必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
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オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
を
救

済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を

救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律


